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〔開会 午前１０時００分〕 

議長（與谷公孝議員） これより平成２０年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、議員の皆様には、平成２０年第３回定例会にご出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。提出議案につきましては、何とぞよろしくご審議

をいただき、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが開会のあいさつとさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議長（與谷公孝議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、４番、田中勲議員、１４番、濱口文生議員、お二人とも

病気のため欠席であります。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において８番、

髙村泰德議員、１０番、端無徹也議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から９月２５日

までの２３日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２５日までの２３日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第４７号「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第３
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号）の議決について」から、日程第７、議案第５１号「市長及び副市長の給与等

に関する条例の特例を定める条例の一部改正について」までの計５議案を一括議

題といたします。 

 ただいま議題となりました５議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 平成２０年第３回定例会の開会に当たり、議案についての提案

説明に先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議

員各位並びに市民の皆様の深いご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、水産農林業についてであります。 

 水産振興におきましては、水産資源の増大と山林資源の有効利用を目的に、Ｆ

ＳＣ材である市有林の間伐材を利用したアオリイカの産卵床を、市内の各漁協地

先やダイビングスポットに設置しました。設置後の潜水調査では、ほとんどの産

卵床に卵が産みつけられており、間伐材の産卵床が有効であることを確認いたし

ました。 

 次に、県単沿岸漁場整備事業による藻場の造成につきましては、これまで藻場

造成事業で実施した藻場の植生調査や種苗の供給・食害対策などの機能強化を実

施しており、今後も水産資源の保護増殖に努めていきたいと考えております。 

 また、漁業後継者対策事業につきましては、東紀州地域雇用創造推進協議会と

協働で、来る１１月１５日から１８日までの間、専門的な漁業研修を尾鷲市漁業

体験教室の中で実施し、地場産業の雇用確保につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 水産基盤整備事業につきましては、漁港海岸施設である防潮扉の整備点検を終

え、現在、動力化に向けた事業計画の策定を行っております。 

 次に、農業振興におきましては、平成９年度から整備が進められておりました

三木里町上岡地区の県営ふるさと農道整備事業も、先月下旬、総延長９００メー

トル、総事業費３億６,６４０万円で完成をいたしました。この農道整備により、

農業振興面での利用はもとより、高台の道路で津波の被害を受けないことから、

東海、東南海・南海地震などの大規模災害時の避難路や緊急物資の輸送路として

の活用も期待されており、早期の供用開始を目指してまいりたいと考えておりま

す。 
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 続きまして、林業振興についてでありますが、本市ではこれまでも森林整備の

効率化を図るため、林道整備時を継続実施しており、今年度は栃川原線開設工事

及び川原木屋線の改良工事を森林居住環境整備事業の活用により実施してまいり

ます。 

 次に、市有林事業についてですが、平成２４年から３３カ年にわたる主伐事業

に向け、現地調査や施業方法を検討するとともに、木材価格の変動等にも注視し

ながら諸準備を進めてまいります。 

 尾鷲林業の普及啓発事業につきましては、今年度も「森林を身近な存在へ」を

テーマに、尾鷲ヒノキを利用したイベント「尾鷲の木ｉｎ熊野古道」を１０月に

開催いたします。本事業につきましては、県・尾鷲木材協同組合と合同で、古道

センター及び夢古道おわせを会場に実施し、尾鷲林業や森林の持つ公益的機能へ

の理解を深めていただくとともに、木材製品・ＦＳＣ材の普及啓発を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に、海洋深層水事業についてであります。 

 みえ尾鷲海洋深層水取水・分水施設アクアステーションにつきましては、尾鷲

商工会議所を指定管理者として順調な施設運営を行っております。水産業利用に

おいては、今年の夏は特に暑かったこともあり、活魚運搬車の深層水利用が増加

しております。その他産業では、大手食品会社を始め、食品分野を中心にみえ尾

鷲海洋深層水利用協議会への参加企業もふえ、みえ尾鷲海洋深層水のブランドマ

ークをつけた新商品も販売されてきております。 

 また、さらなる深層水の利活用を図るため、これまで取り組んできたハバノリ

やアワビの養殖に、ワサビなどの農産物も加えた複合的で、より効率的な深層水

の利活用の手法やシステム研究に三重大学等と連携して取り組んでまいります。 

 次に、農商工等連携事業についてであります。この事業は、本年７月に施行さ

れた農商工等連携促進法に基づき、経済産業省、農林水産省が連携し、省庁の枠

組みを超えて進められるものであります。中小企業者と農林漁業者が連携し、相

互の経営資源を活用しながら、協働で新商品や新サービスを生み出し、工夫を凝

らした取り組みを展開することで、それぞれの経営改善を目的としております。

本市でも海洋深層水からつくる塩をベースに、農商工等連携事業計画を策定し、

申請がなされているところです。 

 次に、商工振興事業についてであります。 

 本市では、平成１７年度から特産品開発塾を開講し、地域資源を活用しながら、
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尾鷲の特色ある特産品づくりに取り組んでまいりました。本年度からは、視点を

変えて、夢古道おわせの指定管理者である株式会社熊野古道おわせや商工会議所

と、より緊密に連携しながら新たな販売戦略や販路開拓に取り組んでいきます。

そのため、地場特産品情報交流センターでの取り組みの推進はもとより、特産品

のパッケージ化やマダイ弁当等の開発に取り組んでまいります。 

 次に、今年５月にオープンした夢古道の湯につきましては、予想以上の入浴客

数となっており、相乗効果もあってスカイフードレストラン等も順調に運営され

ています。また、７月には、みどりの協会から寄贈されました木製遊具を設置し

た公園も完成し、より集客交流に寄与するものと期待しているところです。 

 次に、東紀州最大級の踊りイベント熊野古道まつりが、熊野古道センターをメ

ーンステージに１０月２５日、２６日に開催されます。このイベントは、世界遺

産に登録された熊野古道のＰＲはもとより、地域外からの皆様との交流促進、地

域の活性化を目的として開催されます。 

 次に、本市の伝統芸能尾鷲節を通じた集客交流を目的に、第２４回全国尾鷲節

コンクールを１１月８日、９日の２日間にわたって、せぎやまホールを会場に物

産展等もあわせて開催いたします。 

 次に、今年で５回目を迎えます、おわせ海・山ツーデーウォークにつきまして

は、主会場を熊野古道センターとして、１１月１５日、１６日の２日間にわたり、

記念大会として新たに二つの特別コースを加え、全８コースを設定して開催いた

します。これまでと同様、日本ウォーキング協会公認のコースとして、オールジ

ャパンウォーキングカップ認定大会など、三つの公認をいただいており、全国の

ウォーキングファンに広くＰＲしてまいりたいと考えております。 

 次に、先月２日に開催された第５８回おわせ港まつりにつきましては、尾鷲観

光物産協会を中心に、おわせ港まつり実行委員会を始め、さまざまな市民団体や

個人の皆様にも参加いただき、市民参加型のイベントとして取り組んでまいりま

した。おかげさまで、市内の商店や事業所はもとより、大変多くの市民の皆様に

ご協賛をいただき、深く感謝を申し上げます。大会当日は天候にも恵まれ、予定

どおり日中のイタダキ市、カッター大会のほか「元気なチビッコ集まれ！魚つか

み大会」も大盛況のうちに開催することができました。夕方からの特設ステージ

では、尾鷲節親善大使の武たつ也特別公演を始め、尾鷲節保存会等のイベント、

花火大会など、１日を通して市内外の多くの皆様に本大会を楽しんでいただくこ

とができました。 
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 また、大会の運営において、会場内で実施しているごみナビゲートによるごみ

の分別回収は、今年も多くのボランティアの方々にご参加いただくとともに、大

会終了後の清掃活動に多くの市民の皆様にご協力いただきましたことに、改めて

御礼を申し上げます。 

 次に、福祉施策についてであります。 

 乳幼児医療・ひとり親医療・心身医療の福祉医療費ですが、本年９月診療分か

ら乳幼児医療費助成対象者を入院・通院とも小学校入学前までに拡大いたしまし

た。また、新たに精神障がい者保健福祉手帳１級所持者の方々に、通院費用の助

成を実施するため、対象者への通知を行っております。 

 一方、先月から実施しております透析患者の方々への通院費用助成につきまし

ては、尾鷲総合病院透析外来にポスターを掲示するとともに、患者の方々に助成

事業についての説明を行っており、既に１０名の助成対象者が手続をされていま

す。 

 次に、今年度、本市が国に申請しました「尾鷲よいとこ元気波及プロジェク

ト」が、老人保健事業推進費等補助事業である未来思考研究プロジェクトに採択

されました。介護保険制度の改正に伴い、介護を必要としない健康状態の保持を

目的に、筋力向上運動の導入等の介護予防事業の普及・実践が各地で行われてい

ますが、明らかな効果があらわれていないのが現状です。これらの事業を効果的

に進めるために、本補助事業を活用し、市内の６５歳以上の高齢者を対象とした

アンケート調査の実施や健康づくり講演会を開催します。また、健康づくりのた

めの日常的に実践できるプログラム開発、実証プログラムとして、高齢者を対象

とした講座の開設や介護予防事業者の資質向上を目的とした人材育成講座もあわ

せて開催してまいります。 

 なお、本事業の実施に当たっては、熊野古道センター及び夢古道の湯を有効に

活用してまいりたいと考えております。 

 次に、病院事業についてであります。 

 近年、全国的に乳がんの患者が急速にふえ、毎年多くの人がとうとい命を失っ

ています。日本女性の乳がん発症率は極めて高く、がんによる女性の死亡原因の

第１位になっています。本市におきましても、従前から市民の皆様に乳がん検診

を推奨しておりますが、依然としてその受診率が低いのが現状です。尾鷲総合病

院では、医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされている中、新たに月曜日

から金曜日にかけて乳腺外来を開設いたしました。特に毎月第４月曜日に三重大
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学医学部乳腺センター教授に来ていただくことになり、既に先月２５日に初めて

の診察が行われ、受診された方々にご好評をいただいています。乳がんは早期発

見・早期治療が非常に大切なことであり、一人でも多くの女性に乳腺外来を利用

していただきたいと思っております。 

 次に、中川における悪臭問題についてであります。 

 水産加工センターが昨年９月に操業を停止したことにより、中川流域で大きな

問題は発生することなく１年が経過しております。同センターは、本年５月２日

に施設の廃止届を提出し、５月２６日に施設の解体に着手しており、今月中の完

了を目指して作業を進めています。 

 一方、クチスボダム湖については、先月５日に電源開発株式会社、県、本市の

立ち会いのもと、三重大学の前田教授が浮遊堆積物等の調査を行い、その調査結

果が先月２８日に本市に報告されました。翌日、中川悪臭問題に係る対策協議会、

生活文教常任委員会を開催していただき、その調査結果を報告いたしました。ダ

ム湖の調査結果では、自然浄化等によりほとんど影響のない状況にまで改善され

ていました。今後は、行われている施設の解体工事が完了するまで監視を継続し、

場内の廃棄物処理状況を確認してまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 まず、先月３１日に実施した平成２０年度尾鷲市総合防災訓練についてであり

ます。当日は天候不良であったため、規模を縮小した訓練となりましたが、

約１,４００名の市民が参加する中、緊急地震速報により大きな揺れを感じる前

の火のもとの確認や自己の安全確保、津波情報を活用した迅速な避難訓練を行い

ました。また、尾鷲小学校などの３カ所のサブ会場では、ゆる体操、防災講話、

救急救護訓練を実施し、特に災害時の避難所生活時のエコノミークラス症候群予

防に効果があると言われる、ゆる体操は、全国で初めて防災訓練で実施いたしま

した。 

 次に、防災無線の戸別受信機の有償配布についてですが、本年度は１００台の

受信機の配布を予定しています。価格は１台３万４,０００円で、その２分の１

相当額は本市が負担いたします。受信機の設置の際には、試験調整費等が別途必

要となりますが、正確な防災情報の伝達が防災・減災対策につながると考えてい

ますので、ご利用いただきたいと思います。 

 次に、教育行政についてであります。 

 学校の耐震化につきましては、４月に就任して以降、平成１９年度に策定され
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ました総額３５億円、９年間に及ぶ耐震計画を、関係課と協議を重ね、計画の見

直しを行ってまいりました。これら計画の変更をご理解していただくため、市Ｐ

ＴＡ連合会を始め尾鷲中学校、尾鷲小学校の関係者の方々と懇談会を行っており

ます。今後は、その他の学校の関係者の皆様とも意見を交換する場を設けること

を考えております。 

 具体的に耐震化を進めていくために、耐震総合計画の策定が必要となり、本定

例会に国土交通省の住宅建築物耐震改修等事業補助金を活用した小中学校耐震整

備総合計画策定業務委託料２,２４９万５,０００円を補正予算に計上しておりま

す。 

 次に、九鬼中学校の統合問題についてでありますが、先月７日に開催された九

鬼・早田地区の教育懇談会において、今年度をもって九鬼中学校を閉校し、輪内

中学校に統合することが決定されました。できるものなら存続してほしいという

ご意見もありましたが、来年度の在校生が入学する２名のみという状況を踏まえ、

保護者や地域の方々が苦渋の決断をされたものと重く受けとめております。今後

の九鬼中学校につきましては、地域の方々と十分に協議しながら有効に活用して

まいりたいと考えております。 

 次に、生涯学習についてでありますが、昨年度、文部科学省において放課後子

ども教室推進事業が創設されました。これを受けて、本市でも放課後の子供の居

場所づくり施策を、学校内や公民館等に地域の方々の参画を得て、子供たちに豊

かで健やかな心身がはぐくまれる環境づくりを推進しようと、昨年１１月から放

課後子どもプラン運営委員会を設置して検討を重ねており、今年度中に拠点を設

けて事業を推進してまいります。 

 次に、都市基盤整備についてであります。 

 まず、近畿自動車道紀勢線では、去る６月２８日に、多気町において大宮大台

－紀勢間における舗装工事の火入れ式がとり行われ、平成２０年度の完成を目指

して、現在、舗装・施設工事が進められております。また、新直轄区間において

は、平成２０年３月末までの工事発注ベースで、紀伊長島－海山間が２６％、海

山－尾鷲北間が５８％。熊野尾鷲道路では、本年４月に開通した尾鷲南－三木里

間以外でも三木里－賀田間が３５％、賀田－新鹿間が４１％の工事進捗率となっ

ております。熊野尾鷲道路の開通により、古江以南の地区の方々も本道路を利用

されており、利便性の高い道路となりました。また、救急時においてもスムーズ

な搬送・収容などにもつながり、安心して暮らせる生活環境も整備されつつあり
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ます。 

 一方、市内の幹線道路の整備においては、先月２８日の臨時会で議決された市

道梅ノ木谷線道路改良事業は、早期完成を目指して着手したところです。 

 次に、三木里インター線搬入土砂問題についてであります。 

 本年７月１日に、県、市、地元による三木里インター線搬入土砂問題環境調査

協議会が開催され、盛り土部分の鉛の基準超過に対応するため、５人の学識経験

者による三木里インター線搬入土砂問題検討委員会の設置が決定されました。先

月６日に第１回検討委員会が開催され、今後は、この検討委員会の協議の動向を

注視しながら市の対応を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、尾鷲市地域公共交通活性化協議会についてであります。 

 本市の公共交通を取り巻く環境は、人口減少社会への変動期を迎えていること

や、モータリゼーションの進展などにより、利用者が年々減少し、大変厳しい状

況にあります。このような状況を踏まえ、本年５月に持続可能な交通体系の構築

を目指し、尾鷲市地域公共交通活性化協議会を設置いたしました。本協議会は、

本年７月に地域公共交通活性化・再生総合事業に採択され、国土交通省の支援を

受けながら、公共交通に関するアンケート調査や住民説明会の開催などから地域

の意見を集約し、今後の公共交通の指針となる地域公共交通総合連携計画を策定

しようとするものです。また、来春からの実証運行を目指した実施計画を策定

し、３年間の補助期間の中で問題点を抽出しながら、最も地域に適した交通体系

を構築してまいります。 

 次に、出張所及び各公民館の充実ですが、出張所の所在地区以外の五つの公民

館で、戸籍・住民票などの証明書の試験発行を本年４月８日から開始し、８

月３１日現在で３０７件の各種証明書の発行を行いました。公民館での戸籍・住

民票などの諸証明発行については、住民の利便性を高めるため、業務内容等の見

直しを図りながら本格運用につなげてまいります。 

 それでは、続きまして、議案第４７号「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算

（第３号）の議決について」から議案第５０号「平成２０年度尾鷲市病院事業会

計補正予算(第１号)の議決について」までの４議案についてご説明いたします。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第３号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で４

億５,１５５万２,０００円、国民健康保険事業会計で７,６６３万７,０００円、
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老人保健医療事業会計で３,９４８万４,０００円、病院事業会計で３２５

万５,０００円をそれぞれ追加し、これにより各会計を含めた予算総額を１８７

億７８万１,０００円とするものであります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の主な概要につきましては、９款地方交付税が普通交付税の確定に伴い１

億６,９５３万円の増額であります。 

 １３款国庫支出金は、２,１７７万円の増額です。これは児童扶養手当負担

金１３３万４,０００円や、老人保健健康増進等補助金７５３万６,０００円、浄

化槽設置整備事業補助金１９７万９,０００円、小中学校耐震整備総合計画策定

業務に係る住宅建築物耐震改修等事業補助金５６６万５,０００円などによるも

のであります。 

 １４款県支出金は、７１０万６,０００円の増額です。これは旧古江小学校進

入路改修工事に伴う過疎市町等地域づくり支援事業補助金３００万円や、浄化槽

設置整備事業補助金１９７万９,０００円、市内小学校及び幼稚園、保育所の合

計１８カ所に導入する緊急地震速報設備に係る緊急地震対策促進事業補助金７５

万６,０００円などによるものです。 

 １６款寄附金は、３１万８,０００円の増額です。これは市民からの社会福祉

寄附金２３万８,０００円と、ふるさと納税による県外の方からの寄附金が２件

で８万円です。 

 １７款繰入金は、老人保健医療事業会計から前年度精算金として３,３４０

万１,０００円を繰り入れるものです。 

 １８款繰越金２億６３６万８,０００円の増額は、平成１９年度決算に伴う繰

越金であります。 

 １９款諸収入は、７６５万９,０００円の増額です。これは土砂災害情報相互

通報システム整備事業受託事業収入１９１万４,０００円と受託造林事業収

入５０６万３,０００円などであります。 

 ２０款市債５４０万円は、追加として港湾整備事業債２２０万円と起債対象額

の増額による道路整備事業債１４０万円、借入限度額の確定による臨時財政対策

債１８０万円の増額であります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 



－１３－ 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりです。このうち主なものについて次の

ページで説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、総務費ですが、一般管理経費では、事業費支弁人件費に組みかえる職員

給料９４万２,０００円の減額や、軽自動車購入費１０５万６,０００円、庁舎空

調設備修繕料５０万円の計上、財産管理経費は、基金積立金の財政調整基金積立

金が２億８,５５４万６,０００円、減債基金積立金７,０００万円、地域福祉基

金２３万９,０００円、防災費は、事業費支弁人件費として職員給料に９４

万２,０００円、旧古江小学校進入路改良工事費８２８万６,０００円を、税務総

務費は、年金特別徴収システム委託料８９２万５,０００円などを計上していま

す。 

 民生費では、社会福祉総務費で、国民健康保険事業特別会計に出産育児一時金

として２１０万円を繰り出します。老人福祉費は、老人保健健康増進事業

費７５３万６,０００円、老人医療費は、老人保健医療事業特別会計繰出金とし

て３７万５,０００円、自立支援給付事業は、ケアホーム重度障がい者支援体制

強化事業４７万５,０００円を、児童措置費は、市内７保育所に対する緊急地震

速報設備整備事業５８万８,０００円の計上、加配保育士４名を配置するための

障がい児保育事業補助金９００万５,０００円の増額、母子福祉費は、対象者の

増加による児童扶養手当給付事業４００万４,０００円の増額、生活保護費総務

費及び地域改善事業費は、前年度精算金として国、県への返還金それぞれ５３

万１,０００円、５万４,０００円を計上しています。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 衛生費では、保健事業普及費で、検診用体重計購入費２２万４,０００円を計

上、環境調査対策費は、浄化槽設置整備補助金５９３万８,０００円の増額、斎

場管理費は、委託料の確定による７２万３,０００円の減額、下水道整備費は、

市内各所排水溝修繕料１００万円を計上しております。 

 次に、農林水産業費であります。 

 農地費では、三木里地内の農業用排水路改良工事として９０万円の計上です。 

 受託造林費では、受託事業の増加に伴う管理費１５万円、保育費３０６

万３,０００円、植付費１８５万円を増額しております。 

 商工費では、商工振興費で、尾鷲市小規模事業資金保証料補給金３

万４,０００円の増額と、観光費で、夢古道おわせアプローチ階段修繕料１９１
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万３,０００円を計上しています。 

 土木費では、土木総務費で、尾鷲市幹線道路建設促進同盟会負担金３０万円の

減額、道路橋梁総務費は、畦畔測量分筆登記手数料４１万３,０００円、道路維

持費は、市内各所道路修繕料３００万円、砂防費は、古江地区の急傾斜地崩壊対

策事業地元負担金２００万円を計上し、港湾管理費は、尾鷲港国補港湾改修事業

地元負担金２５０万円、街路事業費は、尾鷲港新田線工事費２７８万６,０００

円の増額です。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 住宅管理費では、住宅建築物耐震改修事業委託料など１５５万７,０００円の

増額です。 

 消防費では、三重紀北消防組合負担金４０２万７,０００円の減額です。 

 教育費では、事務局費で、小中学校の耐震整備に係る総合計画策定委託料とし

て２,２４９万５,０００円を計上、小学校費、中学校費、幼稚園費は、緊急地震

速報設備整備事業として、それぞれ８校分６７万２,０００円、３校分２５

万２,０００円、３園分２５万２,０００円を計上、社会教育総務費は、放課後子

ども教室推進事業として４６万２,０００円の増額、公民館費は、中央公民館前

駐車場改良事業として１３万３,０００円を計上しています。 

 公債費は、前年度の借入額及び借入利息の確定に伴う市債利子償還金１３３

万７,０００円の減額です。 

 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。 

 複合機使用料は、プリンター等機器の更新によるもので、その期間を平成２１

年度から平成２５年度まで、限度額を３,５００万円とするものであります。 

 続きまして、特別会計についてご説明いたします。 

 ７ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は、７,６６３万７,０００円を追加し、歳入歳出総

額を３１億９,９２４万３,０００円とするものです。歳入では、前期高齢者交付

金４億９６６万円、繰入金２１０万円、繰越金８,２６９万２,０００円をそれぞ

れ増額し、国庫支出金３億６,６８１万４,０００円、県支出金７９万１,０００

円、共同事業交付金５,０２１万円をそれぞれ減額するものです。歳出につきま

しては、総務費１７万５,０００円、保険給付費１,７２０万３,０００円、前期

高齢者納付金等８万９,０００円、老人保健拠出金１,１０２万９,０００円、保

健事業費１１７万５,０００円、諸支出金２,８０７万３,０００円、基金積立
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金８,１２４万４,０００円をそれぞれ増額し、後期高齢者納付金等１１２

万６,０００円、介護納付金３,３３６万円、共同事業拠出金２,７８６

万５,０００円をそれぞれ減額するものです。 

 次に、８ページをごらんください。 

 老人保健医療事業特別会計は、３,９４８万４,０００円を追加し、歳入歳出総

額を３億７,６８０万９,０００円とするものです。歳入では、支払基金交付

金４９６万３,０００円、繰入金３７万５,０００円、繰越金３,４１４

万６,０００円をそれぞれ増額し、歳出で総務費３７万５,０００円、諸支出

金３,９１０万９,０００円を増額するものです。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 ９ページをごらんください。 

 病院事業会計であります。 

 まず、収益的収入及び支出であります。収入は、医業収益１５０万円の増額、

支出では医業費用５８６万５,０００円を増額するものです。資本的収入及び支

出では、収入は、企業債４７０万円の減額と補助金２０４万５,０００円の増額、

支出は建設改良費２６１万円を減額するものです。 

 次に、条例案等についてご説明いたします。 

 議案第５１号「市長及び副市長の給与等に関する条例の特例を定める条例の一

部改正について」につきましては、本市の財政状況は依然として厳しい状況が続

いていることから、平成２０年１０月１日から平成２４年３月３１日までの約４

年間、市長、副市長の給料月額の５％削減、期末手当の１０％減額を実施する一

部改正であります。 

 以上をもちまして、「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）案」な

どの５議案の説明とさせていただきます。 

 何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第８、議案第５２号「尾鷲市議会政務調査費の交付に関する条例の

一部改正について」及び日程第９、議案第５３号「尾鷲市議会議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部改正について」の２議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました２議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を

求めます。 
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 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、続きまして、議案第５２号「尾鷲市議会政務調査費

の交付に関する条例の一部改正について」につきましては、地方自治法の一部を

改正する法律が本年６月１１日に成立、同月１８日に公布され、議員活動の範囲

を明確化する地方自治法第１００条第１２項が新設されたことに伴い、引用条文

を改めることによる一部改正であります。 

 次に、議案第５３号「尾鷲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について」につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が本年６

月１１日に成立し、同月１８日に公布されたことに伴い、議員の報酬の支払い方

法等がほかの行政委員会の委員等の報酬方法と異なっていることを明確化するた

め、報酬の名称を議員報酬に改めようとする一部改正であります。 

 何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより２議案に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はございませ

ん。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５２号「尾鷲市議会政務調査費の交付に

関する条例の一部改正について」及び議案第５３号「尾鷲市議会議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正について」につきましては、会議規則第３７

条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます２議案については、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 
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 最初に、日程第８、議案第５２号「尾鷲市議会政務調査費の交付に関する条例

の一部改正について」を採決いたします。本議案は原案のとおり決することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、議案第５２号「尾鷲市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正

について」は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第５３号「尾鷲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正について」を採決いたします。本議案は原案のとおり決するこ

とに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、議案第５３号「尾鷲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第５４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 それでは、ここで田中稔昭教育長の退席を求めます。 

〔教育長（田中稔昭君）退席〕 

議長（與谷公孝議員） 事務局長をして、お手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（與谷公孝議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説

明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、議案第５４号「尾鷲市教育委員会委員の選任につい

て」につきましては、田中稔昭氏の任期が平成２０年１０月１０日をもって満了

となりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定

により、尾鷲市教育委員会委員として再任いたしたく議会の同意を求めるもので

ございます。 

 よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 
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議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本議案に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はございませ

ん。ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５４号「尾鷲市教育委員会委員の選任に

ついて」につきましては、人事案件でもあり、会議規則第３７条第２項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます本議案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１０、議案第５４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を採決い

たします。本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 起立全員であります。 

 よって、原案のとおり同意することに決しました。 

 ここで田中稔昭教育長の入場を求めます。 

〔教育長（田中稔昭君）入場〕 

議長（與谷公孝議員） この際、尾鷲市教育委員に再任されました田中教育長よりご

あいさつがありますので、これを許可いたします。 

 教育長。 

〔教育長（田中稔昭君）登壇〕 

教育長（田中稔昭君） ただいま次期教育委員として再任のご同意をいただきまして、

まことにありがとうございます。この６月より、ちょうど３カ月になりますが、

教育長を務めさせていただきました。正直に申し上げまして、教育行政をリード

していく立場にあるものの、果たしてこの自分がその職に適性であるかどうかと

いうことについて自問自答する毎日が続いております。それは、難問山積する教
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育行政の場にあって、理想と現実のギャップが非常に大きいことに苦しむ毎日で

もございました。 

 例えば、学校耐震化の問題一つをとりましても、地方財政の逼迫という現状を

理解しながらも、教育の基本命題であります子供たちの安心・安全の確保という、

その問題をどう解決していくかということが非常に頭を悩ます問題でもございま

した。 

 学校教育、生涯学習、いずれをとりましても、それぞれの事業の継続発展を願

いながら、それぞれの事業にはさまざまな制約が現在かかってきております。そ

ういう意味で、その諸問題の解決のために微力ながら尽くしたいと考えておりま

すけれども、これには市民のご理解あるいは関係部局のご協力がなければどうし

ようもございません。さらに議員の皆様には、今後ともいろんな意味でご指導や

らご鞭撻をお願い申し上げまして、私のごあいさつといたします。よろしくお願

いいたします。 

（拍 手） 

議長（與谷公孝議員） ありがとうございました。 

 ここで１０分間休憩いたします。再開は１１時５分より再開いたします。 

〔休憩 午前１０時５５分〕 

〔再開 午前１１時０５分〕 

議長（與谷公孝議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１１、議案第５５号「平成１９年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算

の認定について」から、日程第１６、議案第６０号「平成１９年度尾鷲市水道事

業会計決算の認定について」までの計６議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題の６議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、続きまして、議案第５５号「平成１９年度尾鷲市一

般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第５８号「平成１９年度尾鷲市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」につきましては、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する

ものであり、４議案につきましては会計管理者から説明させます。 

 議案第５９号「平成１９年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」につき

ましては、病院事務長から、議案第６０号「平成１９年度尾鷲市水道事業会計決
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算の認定について」につきましては、水道部長からそれぞれ説明させますので、

よろしくお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 会計管理者。 

〔会計管理者兼出納室長（湯浅英男君）登壇〕 

会計管理者兼出納室長（湯浅英男君） それでは、議案第５５号「平成１９年度尾鷲

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第５８号「平成１９年度尾鷲

市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの計４議案につき

まして、お手元の平成１９年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明

書に基づき、それぞれの決算概要をご説明いたします。 

 １ページをごらんください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では歳入歳出とも予算現額は同額の９５

億６,６２２万３,０００円に対し、歳入決算額は９６億２８５万１,６６１円で、

予算現額に対する収入率は１００.３％となっております。歳出決算額は、９３

億９,６４８万２,３１６円で、執行率は９８.２％であります。翌年度へ繰り越

すべき歳入歳出差引残額は２億６３６万９,３４５円となっております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入歳出とも予算現額は同

額の３１億５,９４２万９,０００円に対し、歳入決算額は３１億２,８７１

万９７２円で９９.０％の収入率であります。歳出決算額は３０億１万８,９６８

円で、執行率は９４.９％であります。歳入歳出差引残額は１億２,８６９

万２,００４円となっております。 

 老人保健医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の３４

億８,００７万３,０００円に対し、歳入決算額は３１億３,１２２万６,４０１円

で、８９.９％の収入率であります。歳出決算額は３０億９,７０８万４４３円で、

執行率は８８.９％、歳入歳出差引残額は３,４１４万５,９５８円となっており

ます。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の２７６

万６,０００円に対し決算額は歳入歳出とも同額の２７６万５,０７０円で、歳入

歳出差引残額はゼロであります。 

 以上、平成１９年度の決算総額は、総合計額のとおり、歳入歳出とも予算現額

は同額の１６２億８４９万１,０００円に対し、歳入決算額は１５８億６,５５５

万４,１０４円で、９７.８％の収入率であります。歳出決算額は１５４
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億９,６３４万６,７９７円で、執行率は９５.６％であります。歳入歳出差引残

額は３億６,９２０万７,３０７円となり、これを平成２０年度へ繰り越しいたし

ます。 

 次に、２ページをごらんください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から繰越明許費等の繰越額を差し

引いたものが実質収支額となりますが、本年度は、一般会計・特別会計とも区

分４の翌年度へ繰越すべき財源がありませんので、一般会計での歳入歳出差引

額２億６３６万９,３４５円が平成２０年度への繰越財源となります。 

 また、国民健康保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は記載のとおり

であります。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算からご説明いたします。 

 ３、４ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳入款別決算額調でございます。各款別の主なものにつ

きましてご説明いたします。なお、この表の備考欄には、主要な科目につきまし

て、収入済額の平成１８年度との比較増減額と増減の主な理由を記載してありま

すのでご参照ください。 

 第１款市税は、予算現額２４億７,６１２万１,０００円に対し、調定額は３０

億３,２２３万４,１６０円、収入済額は２５億２,３４６万３,３１０円で、前年

度と比較して１億７,３０３万６,２７４円の増収であります。不納欠損額

は、１７８件の５,０５８万６,４９７円で、前年度と比較しまして３,３７１

万１,７０１円の増額で、収入未済額は４億５,８１８万４,３５３円で、前年度

と比較しまして６,４９９万１,７５９円の減額であります。収納率は８３.２％

で、前年度より１.９ポイント上昇しております。 

 第２款地方譲与税の収入済額は９,０１６万９,４４５円で、前年度と比較しま

して１億４,５８１万２,７６１円の減額となりました。 

 第３款利子割交付金の収入済額は１,１３６万８,０００円。 

 第４款配当割交付金の収入済額は１,１４２万８,０００円。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は８４３万４,０００円。 

 第６款地方消費税交付金の収入済額は２億７３３万８,０００円。 

 第７款自動車取得税交付金の収入済額は５,０８１万３,０００円。 

 第８款地方特例交付金の収入済額は１,４０３万２,０００円であります。 

 次に、５、６ページをごらんください。 



－２２－ 

 第９款地方交付税の収入済額は２９億６,５３７万１,０００円。 

 第１０款交通安全対策特別交付金の収入済額は４０４万５,０００円。 

 第１１款分担金及び負担金の収入済額は１億４,５１６万１,５３１円で、前年

度と比較して１,６０７万９,１５６円の減額で、収入未済額は３８３

万８,３００円であります。 

 第１２款使用料及び手数料の収入済額は１億１,００４万８４４円で、前年度

と比較して７００万２,８１５円の減額。不納欠損額は２０件の６万７,２００円

で、収入未済額は４５７万５,５９０円であります。 

 第１３款国庫支出金の収入済額は６億５,０９４万７,１３１円。 

 第１４款県支出金の収入済額は６億６,９７４万２,９１４円。 

 第１５款財産収入の収入済額は７,２４７万６６３円であります。 

 次に、７、８ページをごらんください。 

 第１６款寄附金の収入済額は９６１万４,６６３円。 

 第１７款繰入金の収入済額は５億２,７４０万７,１７３円。 

 第１８款繰越金の収入済額は１億５,０３２万３,６１６円。 

 第１９款諸収入の収入済額は４億１,７２８万１,２７１円で、前年度と比較し

て２億４,４９２万５,３７２円の増額であります。主な要因は雑入で、株式会社

クボタからの尾鷲市クリーンセンター建設工事入札談合事件に伴う独占禁止法違

反による損害賠償金によるものであります。収入未済額は１４５万７,２０７円

であります。 

 第２０款市債の収入済額は６億７,８７０万円で、繰越明許費の収入済額は１

億７,３４４万６,１００円、事故繰越の収入済額は１億１,１２５万４,０００円

であります。 

 歳入合計は、予算現額９５億６,６２２万３,０００円、調定額１０１

億２,１５６万８０８円、収入済額は９６億２８５万１,６６１円で、前年度と比

較して５億３,０７７万３,０３３円の減額、率にして５.２％の減少でございま

す。不納欠損額は５,０６５万３,６９７円、収入未済額は４億６,８０５

万５,４５０円であります。なお、収入未済額の大半は市税であります。予算現

額に対し、収入済額は３,６６２万８,６６１円の増額で、収入率は１００.３％、

収納率は９４.８％であります。 

 以上、３ページから８ページまでの歳入の主要部分のご説明をいたしましたが、

参考までに予算現額と収入済額との比較で、各節の増減額５０万円以上のものに



－２３－ 

つきましては、その主な理由を３５ページから３８ページに掲載しておりますの

でご参照ください。 

 次に、９、１０ページをごらんください。 

 歳出款別決算額調であります。 

 歳入同様、主なものにつきましてご説明いたします。 

 第１款議会費は、支出済額約１億３,９６８万９,８４０円で、前年度と比較し

まして７６９万３,９５３円の減額で、執行率は９８.７％であります。 

 第２款総務費は、支出済額１７億５,４９８万１,９６６円で、前年度と比較し

て１億２,７８５万９,７７１円の増額で、執行率は９７.９％であります。 

 第３款民生費は、支出済額２５億３,１４５万４,２２４円で、前年度と比較し

て５,０８２万４,９３１円の増額、翌年度繰越額は４,０００万円で、地域介

護・福祉空間整備補助金分で、執行率は９７.４％であります。 

 第４款衛生費は、支出済額１２億８,７０２万９,７０８円で、前年度と比較し

て８億４,５３０万３５７円の減額で、執行率９９.２％であります。 

 次に、１１、１２ページをごらんください。 

 第５款農林水産業費は、支出済額４億５２８万５,６７９円で、前年度と比較

して２,００２万５,２２７円の減額で、執行率は９６.７％であります。 

 第６款商工費は、支出済額４億６４４万３,２３６円で、前年度と比較して１

億３,８５６万８,１５３円の増額で、執行率は９９.４％であります。 

 第７款土木費は、支出済額３億３,１７６万５,２５０円で、前年度と比較し

て１億２,４２３万８,３０１円の減額で、執行率は９７.８％であります。 

 第８款消防費は、支出済額６億６４１万６,９２０円で、前年度と比較し

て６５６万６,３４９円の減額で、執行率は９９.３％であります。 

 次に、１３、１４ページをごらんください。 

 第９款教育費は、支出済額７億５,２３３万１,８８４円で、前年度と比較しま

して７,２３９万６,５８７円の減額で、執行率は９７.５％であります。 

 第１０款災害復旧費は不執行であります。 

 第１１款公債費は、支出済額９億３,０４３万７,０８９円で、前年度と比較し

まして３,０９３万６,６６７円の増額で、執行率は９９.８％であります。 

 第１２款予備費は不執行であります。 

 繰越明許費は９,８７２万９４０円の増額で、執行率は９９.３％であります。 

 事故繰越は７,７０７万２５０円で、前年度と比較して皆増であります。 



－２４－ 

 次に、歳出合計を見ていただきますと、予算現額９５億６,６２２万３,０００

円に対し、支出済額は９３億９,６４８万２,３１６円で、前年度と比較して５

億５,３６８万２,７６２円の減額となり、率にしまして５.５％の減少となりま

す。翌年度繰越額は４,０００万円、不用額は１億２,９７４万６８４円で、執行

率は９８.２％となっております。 

 なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上生じた

ものにつきましては、その主な理由を３９ページから４６ページに掲載していま

すのでご参照ください。 

 次に、１５、１６ページをごらんください。 

 これは一般会計の歳入歳出決算額を円グラフであらわしたものでございます。

構成比率の高い順から記載してあります。なお、括弧内の数字は前年度の構成比

であります。 

 １７ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比較したもので

ございます。合計額９３億９,６４８万２,０００円のうち、義務的経費は４１

億９,７０１万４,０００円で、全体の４４.７％を占めております。 

 投資的経費は１２億５,９８７万５,０００円となり、普通建設事業費と同額で、

構成比は１３.４％となっております。その事業内容は１８ページの事業明細表

のとおりであります。 

 次に、その他の経費でございますが、３９億３,９５９万３,０００円で、構成

比率は全体の４１.９％であります。 

 なお、この性質別経費を円グラフであらわしたものが１８ページに掲載してあ

ります。 

 次に、１９、２０ページをごらんください。 

 この表は、平成４年度から国保・老人保健・公共下水など、各特別会計の繰出

金と病院及び水道の企業会計並びに消防・広域行政、広域連合の三つの一部事務

組合への負担金についての支出の状況をまとめたものであります。 

 下段の平成１９年度の欄をごらんください。 

 国保・老人保健・公共下水の三つの特別会計の繰出金はそれぞれ記載のとおり

で、計５億２,３４５万６,０００円であります。一方、病院と水道の二つの企業

会計と紀北消防・広域連合の二つの一部事務組合への負担金は、計１１

億５,９２８万３,０００円であります。 



－２５－ 

 繰出金と負担金の合計は１６億８,２７３万９,０００円で、これを前年度と比

較しますと９,４２５万円の減額となります。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 続きまして、２１ページ、２２ページをごらんください。 

 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 款別に主な科目を見てみますと、第１款国民健康保険税は、収入済額６

億８,９１５万３,３０９円で、前年度と比較しまして８７５万９,８２４円の増

収で、不納欠損額は１０４件の２,９５６万９,３８１円で、前年度と比較しまし

て１,０４３万２２８円の増額であります。収入未済額は２億９,２４０

万１,３２３円で、前年度より２,１５５万３,１９０円の減少で、収入率

は９９.６％、収納率は６８.１％であります。前年度より１ポイント上昇してお

ります。 

 次に、第２款国庫支出金の収入済額は７億９,８０５万２,７１５円で、前年度

と比較しまして１,７７１万２,１３４円の増額であります。 

 第３款療養給付費等交付金は、収入済額７億３,９９１万７,６３４円で、前年

度と比較して９,５９０万１,５５０円の増額であります。 

 第４款県支出金は、収入済額１億２,３５３万４,１０９円。 

 第５款共同事業交付金は、収入済額２億９,２８１万９,５３３円。 

 第６款財産収入は記載のとおりであります。 

 第７款繰入金は、収入済額４億５４８万９,１１７円。 

 第８款繰越金は、前年度からの繰越金６,９９８万９,０９０円であります。 

 次に、２３、２４ページをごらんください。 

 第９款諸収入は、収入済額６９７万４６５円。 

 繰越明許費は、収入済額２５７万４,０００円であります。 

 歳入合計は、予算現額３１億５,９４２万９,０００円、調定額３４

億５,０６８万１,６７６円、収入済額３１億２,８７１万９７２円、不納欠損

額２,９５６万９,３８１円、収入未済額２億９,２４０万１,３２３円で、収入率

は９９.０％、収納率は９０.６％となっております。 

 次に、歳出款別決算額調であります。 

 ２５、２６ページをごらんください。 

 第１款総務費は、支出済額６,０９６万９,４４２円で、前年度と比較しまし

て５６３万２,４６５円の減額で、執行率は９５.２％であります。 



－２６－ 

 第２款保険給付費は、支出済額１９億７１７万５,５８８円で、前年度と比較

しまして１億１,９３７万６,１０２円の増額で、執行率は９４.６％であります。 

 第３款老人保健拠出金は、支出済額５億６１２万４,９４７円で、前年度と比

較しまして６,２４１万７,７０９円増額で、執行率は９９.９％であります。 

 第４款介護納付金は、支出済額１億３,９３１万９,７１３円で、前年度と比較

しまして７８１万７,４０２円の減額で、執行率は９９.９％であります。 

 第５款共同事業拠出金は、支出済額２億７,１４１万５,６２５円で、前年度と

比較しまして１億２,１８１万９,６４０円の増額で、執行率は９６.６％であり

ます。 

 第６款保健事業費は、支出済額１,７５２万２,３５７円で、前年度と比較しま

して５万８,６０６円の減額で、執行率は９６.２％であります。 

 第７款公債費は不執行であります。 

 ２７、２８ページをごらんください。 

 第８款諸支出金は、支出済額３,１０３万１,７４６円で、前年度と比較しまし

て３０１万４,１９８円の減額で、執行率は９６.７％であります。 

 第９款予備費は不執行であります。 

 第１０款基金積立金は、支出済額６,３８８万６,０００円で、国保財政調整基

金へ積み立てております。 

 繰越明許費の支出済額は２５７万３,５５０円で、国保診療報酬等電算委託料

に係るものであります。 

 以上、歳出合計は、予算現額３１億５,９４２万９,０００円、歳出済額は３０

億１万８,９６８円で、前年度と比較しまして２億４０２万６,３３０円の増額、

率にして７.２％の増加であります。不用額は１億５,９４１万３２円、執行率

は９４.９％であります。 

 次に、２９、３０ページをごらんください。 

 この表は、老人保健医療事業特別会計の歳入款別決算調であります。 

 第１款支払基金交付金は、収入済額１５億６,８８７万６,０００円で、前年度

と比較しまして１億６,７１５万７,８０３円の減額であります。 

 第２款国庫支出金は、収入済額１０億８８５万６,７４４円で、前年度と比較

しまして２,２３１万１,４３８円の増額であります。 

 第３款県支出金は、収入済額２億４,７４５万３,６９１円で、前年度と比較し

まして１９９万３,６５７円の増額であります。 



－２７－ 

 第４款以降は記載のとおりでございます。 

 以上、歳入合計は、予算現額３４億８,００７万３,０００円に対し、調定額と

収入済額は同額の３１億３,１２２万６,４０１円で、収入率は８９.９％、収納

率は１００％でございます。なお、収入済額を前年度と比較しますと、１

億１,６８７万１,９８０円の減額で、率にしまして３.５％の減少であります。 

 次に、３１、３２ページをごらんください。 

 歳出であります。 

 第１款総務費は、支出済額１,８７６万１,５９０円で、執行率は９８.０％で

あります。 

 第２款医療諸費は、支出済額３０億４,８０２万９,８５３円で、前年度と比較

しまして１億４,８３１万７,９９５円の減額で、執行率は８８.８％であります。 

 第３款諸支出金は、支出済額３,０２８万９,０００円で、前年度と比較しまし

て６２万７,９８２円の増額となっております。 

 第４款公債費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額３４億８,００７万３,０００円、支出済額は３０

億９,７０８万４４３円で、前年度と比較しまして１億４,７１１万４,９２２円

の減額となっております。率にしまして４.５％の減、不用額は３億８,２９９

万２,５５７円で、執行率は８８.９％であります。 

 続きまして、３３ページ、３４ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計でございますが、予算現額は歳入歳出とも同額

の２７６万６,０００円で、調定額、収入済額、支出済額いずれも同額の２７６

万５,０７０円であります。 

 歳入の第１款繰入金の収入済額は、一般会計からの繰入金、歳出の第１款公債

費の支出済額は、市債償還金元金及び償還金利子で、不用額は９３０円、収入率、

執行率はともに９９.９％となっております。 

 以上、平成１９年度尾鷲市一般会計及び三つの特別会計の歳入歳出決算の概要

についてご説明いたしました。 

 また、別途監査委員の監査意見書、主要施策の成果及び実績報告書、参考資料

を添付してありますので、後ほどご参照ください。 

 なお、内容の詳細につきましては、決算審査特別委員会におきましてご説明い

たしますので、何とぞご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 病院事務長。 
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〔尾鷲総合病院事務長（大倉良繁君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（大倉良繁君） 引き続きまして、議案第５９号「平成１９年度

尾鷲市病院事業会計決算の認定について」でありますが、お手元に配付の平

成１９年度尾鷲市病院事業会計決算書によりご説明いたします。 

 まず、決算の具体的な説明に入ります前に、平成１９年度の病院の利用状況に

ついて説明します。 

 延べ入院患者数は７万９,１９１人で、うち一般病棟６万４,７６２人、療養病

棟が１万４,４２９人で、前年度と比較して３,８０８人減少いたしました。また、

延べ外来患者数におきましても、１２万６,９９５人と前年度比で５,５５７人減

少いたしました。 

 診療科別に見ますと、入院においては整形外科、泌尿器科が増加したものの、

内科・循環器科、外科、小児科で減少しております。外来につきましては、外科、

産婦人科医で増加しましたが、内科・循環器科、整形外科、眼科、皮膚科で減少

しました。 

 病床利用率は、一般病棟において病床数１９９床に対し８８.９％、療養病棟

が５６床に対し７０.４％で、全体の病床利用率は８４.９％と前年度に比

べ４.３ポイント減少しております。 

 本年度の収益的収支の決算状況は、事業収益４１億３,７４２万５,８６８円、

事業費用４３億２,８０１万６５３円で、当年度の事業結果として１億９,０５８

万４,７８５円の純損失を計上しております。 

 それでは、平成１９年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容についてご説明い

たします。 

 １、２ページをごらんください。 

 収益的収入及び支出ですが、まず収入では、第１款病院事業収益の予算額４１

億１,０９３万５,０００円に対し決算額４１億４,４９２万３,２６８円

で 、３ ,３ ９８ 万８ ,２ ６８ 円の 増額 とな り、 予算 額に 対す る収 入 率

は１００.８％となりました。 

 支出では、第１款病院事業費用で、予算額４３億３,３７１万５,０００円に対

し決算額が４２億８,２６４万３,７９１円で、不用額５,１０７万１,２０９円を

生じ、予算額に対する執行率は９８.８％となっています。 

 この表の各項の説明につきましては、後ほど損益計算書でご説明いたします。 

 ３、４ページをごらんください。 
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 資本的収入及び支出についてご説明いたします。 

 まず、収入についてですが、第１款資本的収入の予算額１億８,６０１

万４,０００円に対し決算額は１億８,６４６万円で４４万６,０００円の増額と

なり、予算額に対する収入率は１００.２％となっております。 

 次に、支出は、第１款資本的支出の予算額２億６,１００万２,０００円に対し

決算額は２億６,０２４万９,５５３円で、不用額７５万２,４４７円を生じ、予

算額に対する執行率は９９.７％となりました。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７,３７８万９,５５３円

については、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０万６,４５４円

及び過年度分損益勘定留保資金７,３６８万３,０９９円で補てんいたしました。 

 続きまして、５、６ページをごらんください。 

 損益計算書についてご説明いたします。 

 医業収益が３９億４,６８７万１,３１８円、医業費用が４０億９,７８０

万３,９３４円で、医業損失１億５,０９３万２,６１６円を生じました。 

 次に、医業外収益が１億８,９６９万１,８２６円、医業外費用が２

億２,８２０万８,５７２円となり、医業外収支は３,８５１万６,７４６円の損失

が生じました。医業損失にこの額を加えた額１億８,９４４万９,３６２円を経常

損失として計上しております。 

 特別利益は８６万２,７２４円、特別損失は１９９万８,１４７円で、当年度純

損失は１億９,０５８万４,７８５円となりました。この額に前年度繰越欠損

金２９億２,５０８万９,８３１円を加えた当年度未処理欠損金は３１

億１,５６７万４,６１６円となり、翌年度に繰り越されるものであります。 

 続きまして、７ページの剰余金計算書についてご説明いたします。 

 利益剰余金の部の１、欠損金につきましては、先ほど損益計算書でご説明した

とおりであります。 

 次に、資本剰余金の部でありますが、Ⅰ、国庫補助金、Ⅱ、受贈財産評価額、

Ⅲ、寄附金につきましては変動がなく、Ⅳ、その他資本剰余金において、当年度

発生高１億２,６９１万円が増加となっておりますが、これは繰り出し基準に基

づく一般会計からの費用最小化に対する繰入金です。これら資本剰余金の当年度

末残高を合計した額４２億３,０５８万１６５円が翌年度繰越資本剰余金となり

ます。 

 次に、８ページの欠損金処理計算書ですが、これは先ほど損益計算書で説明し
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たとおり、当年度未処理欠損金３１億１,５６７万４,６１６円に対し、欠損金処

理額はなく同額を翌年度に繰り越しするものでございます。 

 続きまして、９ページから１１ページまでの貸借対照表についてご説明いたし

ます。 

 まず、資産の部ですが、１、固定資産の（１）有形固定資産で、イからヘまで

のそれぞれの資産額から減価償却累計額を差し引いた残高が４５億７,１７７

万６,７３９円となりました。（２）無形固定資産は３４７万９,２００円となっ

ています。（３）投資につきましては９６３万１,８８０円となりました。これら

固定資産合計は４５億８,４８８万７,８１９円です。 

 次に、流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品を合わせて１２億２,９２７

万７,８５２円で、前年度に比べ６,２５９万３,５６９円減少しております。 

 １０ページをごらんください。 

 ３、繰延勘定は、（１）控除対象外消費税６,１４０万１,０３０円、固定資産、

流動資産、繰延勘定を合わせた資産合計は５８億７,５５６万６,７０１円となり

ました。 

 続きまして、負債の部です。 

 ４、固定負債はございません。 

 ５、流動負債についてですが、（１）一時借入金はありませんが、（２）未払金

は２億４,６８７万８,２９７円であります。内訳は、３２ページに掲載していま

す。（３）その他流動負債は１,６６１万９,９５９円で、流動負債の合計が２

億６,３４９万８,２５６円となっております。負債の部の合計は、流動負債合計

額と同額の２億６,３４９万８,２５６円であります。 

 次に、資本の部です。 

 ６、資本金は、（１）自己資本金は前年度と同額の２億８５万６,０９５円、

（２）借入資本金は４２億９,６３０万６,８０１円で、全額企業債であります。

他会計借入金はなく、借入資本金合計が借入資本金と同額で、資本金合計額

は４４億９,７１６万２,８９６円であります。 

 ７、剰余金では、（１）資本剰余金は、国県補助金、受贈財産評価額、寄附金、

その他資本剰余金を合計しまして４２億３,０５８万１６５円であります。 

 １１ページをごらんください。 

 （２）欠損金であります。イ、当年度未処理欠損金が３１億１,５６７

万４,６１６円で、欠損金合計が３１億１,５６７万４,６１６円となり、これを
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資本剰余金合計額から差し引いた額１１億１,４９０万５,５４９円が剰余金合計

であります。資本金と剰余金の合計つまり資本の部の合計額が５６億１,２０６

万８,４４５円、負債の部と合わせた負債資本合計は５８億７,５５６

万６,７０１円となり、先ほど資産の部で説明した資産合計額と一致しておりま

す。 

 なお、１２ページ以降に病院事業会計の附属資料を掲載しておりますので、後

ほどお目通ししていただきますようお願いいたします。また、別紙として尾鷲市

監査委員の決算審査意見書を添付しております。 

 以上、簡単ですが、平成１９年度尾鷲市病院事業会計の決算説明を終わらせて

いただきます。 

 どうかよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 水道部長。 

〔水道部長（川端直之君）登壇〕 

水道部長（川端直之君） 続きまして、議案第６０号「平成１９年度尾鷲市水道事業

会計決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 まず、決算書のご説明に入る前に、平成１９年度の水道事業の概況についてご

説明申し上げます。 

 お手元にある決算書の１１ページをごらんください。 

 平成１９年度の給水戸数は１万２４７戸で、前年度に比べて３４戸の減であり、

普及率は９９.８％でございます。年間総給水量は４５２万７,６９７立方メート

ル、前年度比では給水量で１５万４,４４４立方メートルの減、有収水量で６

万９１９立方メートルの増となっております。 

 下段の建設改良工事につきましては、上水道において日尻野３４号線配水管布

設替工事を始め、老朽管の布設替工事及び道路改良に伴う配水管の布設替工事を

実施いたしました。また、矢ノ浜浄水場更新事業では、管理棟建設工事と電気機

械設備設置工事の完成に伴い、水道部庁舎を矢浜に移転いたしました。さらに桂

山配水池には国庫補助により緊急遮断弁を設置しました。 

 簡易水道におきましては、三木里・古江・賀田・曽根地区の配水管布設替工事、

三木浦・九鬼の水道施設においてポンプ設備の取りかえ、自動逆洗化工事を実施

するとともに、各簡易水道の滅菌機の取りかえを実施しております。 

 以上、概略をご説明申し上げ、決算書の説明をさせていただきます。 

 決算書の１ページをごらんください。 
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 （１）収益的収入及び支出についてですが、収入の第１款水道事業収益、予算

額６億１,２３７万５,０００円に対し決算額は６億２,１３５万７,６９９円で、

予算額を８９８万２,６９９円上回っております。 

 第２項営業外収益の決算額６,３６５万９,８５６円でございますが、この決算

額から備考欄にあります消費税額５,９２０円を差し引いた額が、５ページの損

益計算書の３、営業外収益の額と差異がございます。これは未収金となっている

消費税還付金及び消費税確定申告の際、納税計算上出てくる差額と貸し倒れに係

る消費税が税額控除となっているためです。この二つにつきましては、企業内部

に留保されるもので、決算報告書には記載せず損益計算書では雑収益として計上

しております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額４億８,６５２万円に対し決算額

は４億５,９２１万２,５３７円で、２,７３０万７,４６３円の不用額を生じてお

ります。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出についてですが、収入の

第１款資本的収入、予算額１６億５,３９６万７,０００円に対し決算額は１６

億５,６２５万４,６０９円で、予算額を２２８万７,６０９円上回りました。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額は１９億１５８万２,７１７円に対し

決算額は１８億８,６４４万４,８４７円で、不用額は１,５１３万７,８７０円と

なります。 

 資本的収支において収入額が支出額に対して不足する額２億３,０１９

万２３８円は、下段に記述してありますように、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で

補てんいたしました。 

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。 

 １、営業収益５億３,０８７万１,３５７円から、２、営業費用３億６,１２８

万４,０４０円を差し引いた１億６,９５８万７,３１７円が営業利益で、これ

に３、営業外収益１,８８３万２,５９６円を加え、４、営業外費用９,１９３

万２,８１４円を減額しますと、経常利益９,６４８万７,０９９円となります。

この経常利益から、５、特別損失３４万３,９００円を減額した９,６１４

万３,１９９円が当年度純利益で、前年度繰越利益剰余金６,５６６万３８６円を

加えた１億６,１８０万３,５８５円が当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。 
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 利益剰余金の部では、１、減債積立金は１億２２１万１,０００円、２、建設

改良積立金は２,８５４万１６９円で、積立金合計は１億３,０７５万１,１６９

円となっております。３、未処分利益剰余金は、先ほどの損益計算書でご説明さ

せていただきました当年度未処分利益剰余金１億６,１８０万３,５８５円となり

ます。 

 続いて、資本剰余金の部ですが、１、工事負担金の当年度発生高３７０万円は、

給水加入金でございます。２、国県補助金の当年度発生高２,２７１万１,０００

円は、桂山配水池緊急遮断弁設置工事に対する国庫補助金でございます。３、他

会計補助金の当年度発生高１,９４１万９,６０９円は、簡易水道起債償還元金に

対する補助金収入でございます。４、受贈財産評価額の当年度の増減はなく、前

年度末残額と同額となっております。５、その他資本剰余金の当年度発生

高１２３万９,０００円は、消火栓設置負担金収入でございます。翌年度繰越資

本剰余金は１２億３８１万７,１６５円であります。 

 次に、７ページの剰余金処分計算書でございますが、当年度未処分利益剰余

金１億６,１８０万３,５８５円のうち１億円を法定積立金である減債積立金に積

み立て、残額の６,１８０万３,５８５円を翌年度へ繰り越ししようとするもので

ございます。 

 次に、貸借対照表で、８ページから９ページをごらん願います。 

 資産の部、１、固定資産の（１）有形固定資産合計は６４億６,５２２

万２,５５１円で、これに（２）無形固定資産合計７３万９,７００円と（３）投

資合計６万５９０円を加えた固定資産合計は６４億６,６０２万２,８４１円であ

ります。２、流動資産では、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの流

動資産合計は４億４,４４４万３,０２０円で、資産合計は６９億１,０４６

万５,８６１円であります。 

 次のページの負債の部では、３、固定負債合計額１億３,８５７万５,３９６

円、４、流動負債合計額１,３３７万２,４６９円で、負債合計は１億５,１９４

万７,８６５円であります。 

 資本の部では、５、資本金、（１）自己資本金１１億６,０６１万７,１１１円、

（２）借入資本金４１億１５２万８,９６６円で、資本金合計は５２億６,２１４

万６,０７７円であります。 

 ６、剰余金では、（１）資本剰余金合計は１２億３８１万７,１６５円、（２）

利益剰余金合計は２億９,２５５万４,７５４円で、剰余金合計は１４
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億９,６３７万１,９１９円となり、これに資本金合計５２億６,２１４

万６,０７７円を加えた資本合計は６７億５,８５１万７,９９６円であり、負債

資本合計は６９億１,０４６万５,８６１円となり、前ページの資産合計額と同額

になります。 

 以上で平成１９年度尾鷲市水道事業会計決算の説明といたします。 

 なお、決算書の１１ページから２９ページまで決算附属資料を添付しておりま

すので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保いたします。 

 なお、正午を過ぎると思いますが、このまま続行いたします。 

 次に、日程第１７、報告第１０号「平成１９年度健全化判断比率及び平成１９

年度資金不足比率の報告について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、報告案件についてご説明いたします。 

 報告第１０号の「平成１９年度健全化判断比率及び平成１９年度資金不足比率

の報告について」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により報告させていただくものです。詳

細につきましては、２０ページのとおり、実質赤字比率及び連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率において、いずれも早期健全化基準を下回ってお

ります。また、公営企業においても、各会計とも資金不足が生じていないことを

報告させていただきます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で報告は終わりました。 

 この際、報告に対し質疑がございましたら、報告案件であることをご留意の上、

発言願います。ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 議題の件は報告案件でありますので、これをもって終結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、明日９月４日から８日までを休会と

し、９日火曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時０３分〕 
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